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 令和 7 年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具

を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 

この改正は、令和 7 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当（同日前に支払われるべき通勤手当の差額とし

て追加支給するものを除きます。）について適用されます。 

改正後の 1 ヶ月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。 

改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別

所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、

本年の年末調整の際に精算することになります。 

 ※詳細は、最寄りの税務署へご確認ください。 

  国税庁 HP：通勤手当の非課税限度額の改正について｜国税庁 

 

 

 

 

 

令和 7 年通勤手当非課税限度額引き上げ（概要） 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
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令和 7 年４月以降支払われた通勤手当の一覧を出力します。 

参考資料として調整額の算出にご活用ください。 

※以下の条件をすべて満たしていた場合、調整が必要になる可能性があります(退職者含む)。 

・令和 7 年 4 月 1 日以降の給与で通勤手当の支給がある 

・交通用具を利用しており、通勤距離が片道 10km 以上である 

・改正前の非課税限度額を超えて通勤手当が支給されている 

 

１ 出力 メインメニュー → 各種帳票印刷 → 集計 

令和 7 年通勤手当調整額一覧（資料）を出力します。 

施設選択：グループのみ選択可能です。 

対象期間：令和ｘｘ年ｘｘ月から…【令和 7 年 4 月】を指定します。 

     令和ｘｘ年ｘｘ月まで…改正前の非課税限度額を適用し給与計算した月を指定します。 

     ※Verup 処理後は通勤手当非課税限度額が改正後の状態に更新されます。 

例１）Verup 処理後に令和 7 年 12 月給与計算を行った場合 

 【令和 7 年 4 月】から【令和 7 年 11 月】までを指定します。 

例２）Verup 処理前に令和 7 年 12 月給与計算を行った場合 

 【令和 7 年 4 月】から【令和 7 年 12 月】までを指定します。 

※Verup 処理後に計算した月も含めて出力した場合、調整額が算出されます。 

 対象期間は、Verup 処理前までの期間を指定してください。 

作 成 日：作成日を出力するには【あり】を指定します。 

その後「出力」ボタンを押し、保存場所を指定して保存してください。 

 

区分が交通用具で、通勤手当の支給期間が 1 ヶ月単位以外の場合、通勤手当調整額一覧（資料）はご利用いた

だけません。 

※非課税限度額の換算が 1 ヶ月単位で行われるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤手当調整額一覧（資料）出力 
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通勤手当支給額 支給済み通勤手当額 
同月に複数回通勤手当の支給がある場合は合

算されます。 

新上限 改正後 非課税規定額 
【個人情報マスタ/支給形態情報】 

 通勤手当区分に設定されている情報を元に

印刷します。 

 「交通用具利用」の給与所得者が対象とな

っていますが、「交通機関利用」「その他」の

区分についても印刷されます。 

旧上限 改正前 非課税規定額 

区分 通勤手当区分 

調整額 
改正後の非課税規定によって新たに

非課税となった部分の金額 

令和 7年年末調整の際に精算が必要な額 

例１）4 月通勤手当支給額：\8,000 

 4 月新上限：￥7,300 

   4 月旧上限：￥7,100 

   4 月区 分：10 キロ以上 

   4 月調整額：200 

①改正後の非課税額は￥7,300 である。 

②改正前の非課税額は￥7,100 である。 

③調整額（新たに非課税になった額） 

7,100-7,300＝-200 

例２）4 月通勤手当支給額：\7,000 

 4 月新上限：￥7,300 

   4 月旧上限：￥7,100 

   4 月区 分：10 キロ以上 

   4 月調整額：0 

①改正後の非課税額は￥7,300 である。 

②改正前の非課税額は￥7,100 である。 

③支給額が非課税額の範囲内のため調整の必

要はありません。 

こんな場合は… 

例）雇用形態が変わり、ひと月に 2 ヶ月分の通勤手当が支給される。 

3 月末までは臨時職員（翌 5 日支給）。4 月からは正職員（当月 25 日支給）。雇用形態変更に伴い 

給与支給日がかわり、4 月のみ給与が 2 回支給されることとなった。 

（4/5 支給・・・3 月分臨時職員給与支給  4/25 支給・・・4 月分正職員給与支給） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

通勤手当調整額一覧表（資料）では、1ヶ月分の差額のみ計算されます。「調整額」欄は、「新上限」欄と「旧上限」欄の

差額を算出しており、実際の調整差額とは異なります。 

このような場合は、調整額を別途手計算して頂く必要がありますのでご注意ください。 
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令和 7 年年末調整で調整が必要な場合、年末調整データ画面を登録します。 

※Verup 処理後、令和 7年のみ年末調整入力(一覧)が利用できません。 

年末調整入力(個人別)をご利用ください。 

1 通勤手当調整額入力 メインメニュー → 年末調整 

 調整金額を「通勤手当調整」欄に入力し、登録します。 

 すでに 12 月の給与や賞与を登録済みで年調過不足金が変更になる場合、「年末調整過不足額を再計算します

か？」とメッセージが表示されます。 

「はい」をクリックし、年末調整過不足額を再計算してください。 

  

  

  

 

年末調整データの登録 


